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第１章  地域課題と対応策 

 

1. 西米良村の現状と地域課題 

(1) 村の状況 

① 概況 

西米良村は、市房・石堂・天包山（米良三山）などの１０００ｍを越す山々に囲まれ、縦横

無尽に走る渓谷や、清流一ツ瀬川が美しい山村である。 

 現在人口は約１３００人で、面積は２７１．５６平方キロメートル、地形は東西に狭く、南

北にやや長いひし形をしており、面積の９６％は森林となっている。 

 このように山村僻地の村だが、地域住民の強い要望により、市町村合併はせず、自立の道を

選び、小さくても輝く自治体を目指している。 

 このような中、日本で始めてワーキングホリデー制度 

を実施したり、西米良温泉ゆた～と の整備、平成の桃源 

郷「小川作小屋村」づくりに着手するなど、観光・交流 

人口増加に力を入れている。 

 この自然･人･文化･観光（交流人口）を活かした「菊池 

の薫陶、生涯現役元気村 カリコボーズの休暇村」を合言 

葉に、活力ある村づくりを目指している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 位置と地勢 

西米良村は、宮崎県の中央部最西端にあり、宮崎県西都市、椎葉村、熊本県湯前町などと隣

接している。 

北緯約３２度･東経約１３１度で､九州中央山地国定公園の一角にあり､１７２２ｍの市房山

をはじめ、多くの山々に囲まれた山村である。 

 役場から宮崎県西都市役所までは車で約１時間、椎葉村役場までは約１時間１５分、熊本県

湯前町までは約２５分であり、生活圏は熊本県に偏っている。 

 

 

 

 

 

 

村のｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ 

ｶﾘｺﾎﾞｰｽﾞのﾎｲﾎｲくん 
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③ 交通網 

本村は、宮崎県西都市と熊本県を結ぶ国道２１９号線と、宮崎県椎葉村と小林市を結ぶ２６

５号線（小林市方面への国道は険しい）が走っている。 

 高速道路へは、宮崎県西都市ＩＣまで車で１時間、熊本県人吉ＩＣまで１時間となっている。 

 バスは１日数本走っているが（下図参照）、鉄道はない。 

 自家用車が無いと生活に支障をきたす状況となっている。 
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(2) 近年の動向 

① 人口と世帯 

本村の人口の動きを国勢調査で見ると、平成７年から１２年にかけては、緩やかな増加傾向

にあり、このときの将来推計人口は平成 30 年に２５１１人となるという、うれしい数値が出

ている。 

 しかし、平成１７年の国勢調査では、自然動態等により、減少傾向となっている。 

 世帯数についても、減少傾向にあり、高齢化率は年々高くなっている。 
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② 産業 

過去には、木炭生産日本一を誇った時代もあるほど、林業の栄えていた村であったが、過疎

化や高齢化、担い手不足、木材の価格低迷などの状況から厳しい現状を迎えている。 

 

（平成１７年の村内総生産） 

建設業２３億円、公務１０億円、サービス業９億円、林業３億円（専業は３名） 

農業１億円（主要農産物：ゆず・ほおずき・カラーピーマン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 観光の充実 

本村は、平成１８年３月に「第四次西米良村長期総合計画 後期計画」を策定し、この計画

に基づいた村づくりに取り組んでいる。 

 この計画では、「豊かな自然を次世代に伝え、生涯生きがいをもって暮らし、交流の輪を広

げ、菊池精神のもと全村民が一致協力した豊かな村づくりを図る」ことを目指している。 
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 具体的な推進戦略については以下のとおり 

推進戦略 内容等 

「８つの庄」づくりの展開 村づくりにおける８つの施策それぞれに物

語性を持たせ、継続して事業を展開する事に

より、将来にわたって西米良を発信する。 

西米良型ワーキングホリデー制度

の創設 

交流の仕掛け 

「西米良に滞在する仕組み」づくり 

第３セクター（株）米良の庄の設立 ８つの庄建設プロジェクトの推進と雇用の

場の確保。（西米良温泉等の経営） 

 

 

計画における推進戦略の概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年の観光動向を見てみると、平成１０年までは約５万人程度の観光客であったが、１１年に

「西米良温泉ゆた～と」がオープンしたのに伴い、１０万人を超すようになった。 

平成１６年に大型の台風が相次いで襲来した事に伴い、道路の途絶等が発生し、観光客が減少

傾向にあったが、平成１９年・２０年と、新たなイベント（ひな祭り・芸術祭・四季まつり）等

を始めたことなどにより、緩やかな増加となっている。 

第３セクター　㈱米良の庄の設立

８つの庄建設プロジェクト
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西米良型ワーキングホリデー制度
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  観光客の動向 

平成 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 

観光客  52,134 101,724 128,729 130,994 134,961 142,736 

宿泊者  12,270 14,892 14,543 - - - 

       

平成 16 年 17 年 18 年 19 年 20 年  

観光客  125,932 124,891 107,061 119,636 132,168  

宿泊者  - - 12,661 12,667 11,330  

 

④ 地域医療・福祉の充実 

本村の医療機関は、診療所（病床数 19 床）のみである。 

診療所には、内科・外科・歯科があり、地域医療は確保できている。また、診療所で処置で

きない患者については、熊本県多良木町にある公立病院に搬送（約 30 分）するなどして対応

している。 

 本村の高齢化率は 40.8％（平成 17 年）で県内 2 位となっている。 

 このように少子高齢化が顕著であるが、保健センターの設置、保育所の運営（乳幼児も含む）

など、地域実情に応じた保健福祉サービスの提供を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

西米良診療所と保健センター 

⑤ 定住促進策 

本村の人口は１３００人ほどのであるが、自然動態をみると 1 年間の出生者数は約 10 名に

対し、死亡者数は約 20 名。社会動態をみると、転入者より転出者の方が、毎年 10 名以上多

くあり、人口は減少傾向にある。 

このような現状を打破するため、村では独自の定住促進策を展開している。 

（主な定住促進策） 

 ・結婚報奨金（結婚し村内に定住する者に、20 万円の贈呈） 

 ・妊婦検診の助成（１回につき８千円の助成） 

 ・子育て支援金の交付（村内で活用可能な金券） 
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 ・医療費中学生まで免除 

・児童手当の充実 

・出産祝い金の交付（第１子５万円・第２子１０万円・第３子３０万円・・・ 

         以降１０万円ずつプラス） 

 ・若者定住住宅の整備（独身者専用の住宅 入居費 月１万円程度） 

 

 

⑥ 教育の充実 

本村には、小学校・中学校ともに 1 校あり、児童生徒数は減少の一途をたどっている。 

 このような中、「教育に過疎はない」という言葉の基に、各校にパソコンを導入し、小さい

頃から触れさせるなど、情報教育に力を入れている。 

また、村に残る神楽をアレンジした神楽体操や、村内に数多く残る民話の授業を行うなど、

西米良の歴史・文化を大切にすることにも力を入れている。 

小中学校、村民合同運動会「メラリンピック」や、小中学校合同発表会を毎年開催するなど、

村民との交流を行い、村民みんなで子供を育てる体制をとっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       神楽体操                  民話披露 

 

 

2. 情報通信サービスの現状 

(1) 現行サービスの概要 

   ➀地上デジタルへの対応 

 本村は、山々に囲まれた地域であり、各世帯がアンテナを立てれば、デジタル放送を受信で

きるような状況にない。 

 村内でデジタル信号を受けることのできる場所は３箇所（山の上）に限られ、そこから村内

全体に信号を送る必要がある。 

 このため、平成 20～22 年度にかけて村内全体に光を張り巡らす計画である。 

 ちなみに今までは、各所で電波受診ができており、それぞれの場所から信号をとっていたた

め、多くの共聴施設や個人でアンテナ受診している世帯が存在している。今回の地デジへの移

行に伴い、共聴施設の整理、統合を行い、村内全てが「光」でつながるよう整備を行いたいと

考えている。 
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地上デジタル放送の整備計画 

① 赤囲みエリア・・・ＮＨＫ共聴施設      ④赤中塗り・・・既に整備終了 

② 青囲みエリア・・・一般共聴施設       ⑤青中塗り・・・21 年度整備 

③ 緑囲みエリア・・・個人アンテナ       ⑥ピンク塗り・・22 年度整備 

 

   ②ブロードバンドサービス 

    本村のブロードバンドサービスは、村内全体を無線でカバーしている。 

    しかし、無線によるシステムは、安定性に欠け、通信速度も満足できるものではない。 

 また、山間部の無線中継局は、電気の確保ができないため太陽電池を使用しており、雨が続

くと、そのエリア全体でブロードバンドサービスが停止してしまう現状である。 



9 
 

 

   ③防災無線サービス 

 現在の防災無線サービスは、同報系（ラッパ型）無線を村内各所に設置しており、防災情報

等の放送に利用している。 

 このシステムは、平成６年に整備しており、老朽化が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④オフトークサービス 

 ＮＴＴ回線を利用した、各家庭への連絡サービス「オフトークサービス」を行っている。毎

日の行政連絡や診療所の先生の動向、小中学校からの連絡、各地域の情報伝達に活用している。 

 また、本村はラジオの難視聴地区であるため、オフトーク回線を利用してＭＲＴ宮崎放送を

放送している。 

 このシステムは、平成２年に整備しており、老朽化が進んでいる。 

    

 

                    オフトーク放送は、役場の若手職員が 

交代で放送している。 

 

 

 

 

 

(2) 今後の対応と問題点 

   ➀地上デジタル放送への対応 

 地上デジタル完全移行に向けて、急ピッチで改修工事を進行中である。 

 光回線の整備により、ケーブルをＮＴＴ・九州電力の電柱に共架している。面積の広い分、共

架する本数が多くなり、年間の使用料が高額になる反面、この料金を支払う住民は数が少ないた

め、個人の負担割合が高い。 

 光の空き芯を活用して、以下のサービスを行う事により、住民の経費負担への理解をいただ

くことができないか。 
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   ②ブロードバンドサービス 

    現在の無線インターネットに加え、地デジ改修のために整備した光の空き芯を利用し、高速

度で安定したブロードバンドサービスの提供ができないか検討したい。 

     

   ③防災無線サービス 

    老朽化に伴い、設備の改修時期であるが、予算的に、「デジタル改修」も「無線」も「オフト

ーク」も改修する事は困難である。また、国民保護法によりＪ―ＡＬＥＲＴの整備も必要である

ため、地上デジタル放送用に張り巡らした｢光｣の空き芯を活用し、全てかねることができるシス

テムの構築ができないか検討したい。 

 

   ④ＩＰ告知 

    光の空き芯を活用し、現在のオフトークに変わるものとして、ＩＰ告知が活用できないかと

考えている。また、村内ＩＰ電話の整備についても検討したい。 

 

   ⑤ラジオ放送 

    光の空き芯を活用し、インターネットラジオを放送する事はできないか。 

 

   ⑥福祉の充実 

    高齢者の 1 人住まい等の世帯が増える中、村民が安心して暮らせるシステム作りのため、各

世帯に設置されたボタンを押すと役場や診療所などに通報が来たり、安全確認ができるなどの

システムができないか。 

 

 以上のように、山村僻地の村であっても、都会と変わらない（またはそれ以上の）地域ネッ

トワークを整備する事により、村民が安心・安全で便利な生活ができるシステムの構築を検討

する必要があると考えている。 

 

 

3. 公共施設について 

 西米良村役場までは、宮崎情報ハイウェイ２１により光回線が届いており、役場より西米良診

療所、保健センター、小中学校へは光回線が繋がっている。 

 

 

4. アプリケーション 

  本村は、役場まで宮崎情報ハイウェイ２１（ＭＪＨ２１）の光回線が繋がっており、そこから無

線を使ってインターネット環境を整備している。 

 しかし、無線は山村に脆弱で、木の茂み、山の陰等では受診困難になる欠点がある。また、村内

の一部地域では、未だサービスを提供できないエリアがある。 

 将来的な展望としては、地上デジタル放送の開始に伴い改修した光回線を利用し、インターネッ

ト網の整備、防災、行政連絡、ラジオ、ＩＰ電話、福祉、医療サービスなど、複合的で高度な住民
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サービスが山村僻地の中でも提供でき、住民が安心・安全・快適な生活ができるよう整備を行って

いくことが必要と考えている。 

 

5. 関係する計画 

(1) 西米良村長期総合計画 後期計画（平成 18 年 3 月策定） 

     インターネットを中心とする IT の進歩は、産業革命に匹敵する歴史的大転換を社会にもたら

しつつあります。情報流通の費用と時間を劇的に低下させ、人々の生活やコミュニケーション

のあり方にも大きな変化をもたらしてきています。 

 

 我国は、平成 13 年に「２００５年までに世界最先端の IT 国家にする構想（IT 国家戦略）」

を掲げ、e-Japan 戦略により、通信インフラの整備、電子商取引の推進、人材の育成、行政の

情報化などの取組みを重点的に進めてきました。 

 その結果、我が国は情報通信インフラ面で世界をリードしつつある状況です。 

 

 インターネット利用者数は、ここ数年で急速な増加を続けています（平成 15 年で普及率

60.6％）。産業面においても、IT 関連分野における新しい産業の成長のほか、企業間や消費者

向けの電子取引が急速に拡大してきており、取引形態など経済活動のあり方にも大きな影響を

与えています。 

 

 今後もインターネット利用の主流であるブロードバンド利用人口が急速に増加するものと推

測され、インターネットビジネス市場は、コンテンツ産業を中心に大きく成長するものと予測

されます。 

 

 さらに、整備された IT 基盤を活用して、自宅にいながら医療機関に健康相談などができる「遠

隔健康管理システム」、国内外のあらゆる教育機関の教育内容を学習できる「遠隔学習」、家庭

や事業所において情報通信技術により省エネが可能となる「省エネモニタリングシステム」な

ど「いつでも、どこでも、だれでも利用可能なネットワーク」（ユビキタスネットワーク）社会

の実現が期待されます。 

 

 本村の対応 

   情報技術の飛躍的な進歩による高度情報化の進展により、村民生活や教育・文化、産業活動な

ど地域社会における恩恵が期待される中、村づくりにおける地域情報化の目標を明らかにすると

ともに、情報化における課題に留意しつつ、体系的、計画的な推進を図ります。 

 

   村民にオフトーク放送や広報紙・テレビ、インターネットなど多様なメディアを活用し、村政

をわかりやすく広報するとともに、村民が村政に関して求めているニーズを的確に把握するため

の公聴機能を強化し、その結果を適切に施策・事業に反映させていきます。 

   本村のインターネット普及率はまだまだ低く、今後は「宮崎情報ハイウェイ２１」の利用促進

を図り、無線インターネット等のエリアをさらに拡大し、地域格差のない情報通信環境を整備す

るとともに、村民誰もが、地域内外に向けて情報を発信したり交流できるような環境を整えます。 
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※ これらの計画は、平成１８年に策定されたものであり、これ以降に地上デジタル化の問題、医療・

福祉、防災の問題など、大きく変化している。 

  これらの問題に対応しうる長期総合計画を現在策定中である（Ｈ２２年～策定予定） 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

  ちなみに、本村のホームページ「きてくりゃいカリコボーズの里」は、毎日更新を心がけており、

村民や、村外の西米良出身・ファンの方々へ、リアルタイムの情報を発信している。平成 20 年には、

総務大臣賞を受賞した。 
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第２章  地域公共ネットワークの整備 

 

1. 整備の意義 

現在、西米良村では役場と村内の小中学校、診療所を自設の光ファイバで接続してネットワークを

構成しているが、接続されている各施設は村内の中心部に集中している。このため、村民が一体と

なった村づくりの一環として期待される情報発信や、災害時の避難拠点での情報伝達等、公共ネッ

トワークとしての村全域の情報基盤が形成されていない状況にある。特に過去の土砂災害で一部地

域の交通が寸断され集落が孤立するなどの問題があり、地形的に今後も同様の災害が発生する可能

性が高いことから、情報基盤を活用した災害対策の拡充は急務である。 

また、住民の情報通信環境については、宮崎情報ハイウェイ２１（ＭＪＨ２１）を利用して役場と

インターネットサービスプロバイダー（ＩＳＰ）を接続し、村内の主要箇所に設置した無線アクセ

スポイントを介してのインターネット接続が可能であるが、利用可能エリアがアクセスポイントに

依存することや、天候による影響を受けやすいこと等、広域性や安定性において課題がある。また、

現在オフトークで行っている住民向けの行政連絡に代わるサービスのように、インターネット接続

以外の利用を合わせて可能な設備とすることで、サービスを通じて幅広い世代で活用が期待できる

ため、高速ブロードバンド環境を導入する必要性が高まっている。 

こうしたことから、村内全域を対象とした安定的に活用できる情報基盤としてのネットワークを構

築し、防災連絡網の形成や、住民向けブロードバンド環境の整備による住民サービスの向上等を図

るものとする。 

 

(1) 地域公共ネットワークの整備 

主要施設の既存ネットワークの活用を行うと共に、新たに村内の各地域の活動拠点へ光ファイバ並

びに無線による地域公共ネットワークを整備することで、防災拠点としての機能を充実させるとと

もに、今後の村の情報基盤としての利用環境を構築する。 

 

(2) ブロードバンド環境の整備 

住民が高速で安定したインターネット環境を利用できるよう、現在の無線に代わって光ファイバに

よるブロードバンド環境を整備し、ＩＰ告知による行政連絡やラジオ放送の再配信に加え、福祉等

への今後のサービス利用が可能な環境を構築する。 

 

2. 整備概要 

(1) 優先順位、実現時期 

① 初年度 

ア 地域公共ネットワークの整備 

公共施設である、役場、診療所、小中学校に加え、村内 8 地区の公民館等の集会施設まで

の光ファイバと無線による拠点間接続ネットワークを整備し、公共アプリケーションの整備

促進を図る。 
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イ ブロードバンド環境の整備 

光ファイバによる住民向けのブロードバンド環境を構築し、住民サービスの導入等を促進

する。 

 

ウ 公共アプリケーションの整備 

a）防災アプリケーション 

災害対策として、地域公共ネットワークで接続した役場、学校、診療所、各地区の避難

所となる集会施設間で情報共有を行える防災情報システムを構築する。 

 

b）ＩＰ告知 

老朽化したオフトーク設備に代わるＩＰ告知システムを整備し、行政並びに防災情報の

一斉放送や、ラジオ放送の再配信を行う。 

 

② 次年度以降 

ア 医療・福祉・介護アプリケーションの整備 

遠隔医療として簡易操作端末による健康相談が可能なシステムや、地域医療連携を行う

ための医療情報の共有を行うシステムを整備する。 

 

(2) 整備方法 

段階的整備 

 

3. 具体的整備手法 

(1) 拠点間接続 

① 接続対象拠点 

庁舎、村内の主要施設を接続拠点とし、地域公共ネットワークを形成するための光ファイバ網

を整備する。接続拠点となる施設は、庁舎（役場）、医療施設、学校、地域施設（公民館等の集

会所）とする。具体的な接続拠点は以下の通りとする。 

 

庁  舎：西米良村役場 

医療施設：西米良診療所（保健センター） 

学  校：西米良中学校、村所小学校 

地域施設：小川多目的集会施設、越野尾活性化施設、横野活性化施設、村所公民館 

      林業者等地域住民交流施設、上米良地区多目的集会施設、板谷多目的集会施設 

      八重活性化施設 
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② 既存設備の活用 

村内の整備済み情報通信設備の有効利用を図るため、既設設備の活用について検討を行う。 

 

ア 施設間光ファイバ設備 

役場、診療所、小中学校間を接続している既存の光ファイバケーブルについては、地域公

共ネットワークへの活用が可能であるため、新たな光ファイバを敷設することなく、各施設

の機器等の整備・設定により対応を行うこととする。 

 

イ 共聴組合光ファイバ設備 

村内の共聴組合で地上デジタルテレビ放送難視聴対策として敷設済みの光ファイバの空き

芯線を活用し構築を行うものとする。ただし活用においては一部設備の資産取得が前提とな

るが、センター施設からのルート別の利用可能芯線数と、後述するブロードバンド環境用芯

線と合わせて充足するか十分な調査が必要で、不足分を追加で敷設する場合は資産取得費用

と合わせると新設以上の費用がかかる可能性がある。 

本モデル仕様においてはこうした検討の目安となるよう、新設を前提とした検討を行うこ

ととする。実施段階においては、対象となる共聴組合設備の光ファイバ利用条件、技術課題、

費用比較、空き芯線状況等を加味し、実施設計を行う必要がある。 

参考として、村内の共聴組合の状況を「表 2－1 村内共聴組合一覧」に示す。 

 

ウ 無線インターネット設備 

現在、村内の各家庭で利用しているインターネット接続用の無線設備は、光ファイバによ

る整備後に不要となるため、拠点間接続のバックアップ用ネットワークへ転用し、活用を図

ることとする。 

表 2－1 村内共聴組合一覧 

No. 地区名 エリア 区分 整備年度 受信点 ケーブル 加入戸数

1 木浦 小川 自主 H21 木浦 同軸 1

2 上三財 小川 NHK H21 上三財 同軸 20

3 小川 小川 NHK H18 小川 光 43

4 流合 小川 自主 H21 小川 光 10

5 越野尾 越野尾 NHK H21 小川 同軸 23

6 八毛巻 越野尾 自主 H21 小川 光 8

7 児原・礇石 越野尾 自主 H21 小川 光 3

8 横野 横野 NHK H21 上米良・村所 同軸 21

9 横野（野地・内之畑） 横野 自主 H21 上米良・村所 光 9

10 轟八重 村所 自主 H20 上米良・村所 光 4

11 村所 村所（竹原） NHK H20 上米良・村所 光 300

12 縄瀬 村所 自主 H20 上米良・村所 光 15

13 井戸内 村所（竹原） 自主 H20 上米良・村所 光 4

14 上米良 上米良 NHK H20 上米良・村所 光 56

15 山之口 上米良 自主 H21 上米良・村所 光 7

16 板谷 板谷 NHK H19 板谷 光 60

17 八重 八重 NHK H21 八重 同軸 30  
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③ 構成検討 

ア センター施設 

現在、行政利用のＩＳＰとの接続やＬＧＷＡＮ、教育利用の上位接続、防災衛星無線設備

といった各情報の村外との接続点が役場に設置されていることと、災害時の情報の集積・発

信体制が役場となることから、センター施設を役場として構成する。 

 

イ トポロジー 

村内の地形が山と川による急峻な谷により形成され、接続拠点はその谷沿いに枝状に点在

しているため、スター型の構成を採用する。災害対策のアプリケーションを使用する観点で

は、ループ型の構成は、土砂災害によるケーブル切断の可能性があることから、光ファイバ

の敷設ルートを異経路とする場合に最適である。しかし、各谷の終端に位置する拠点間には

高い山が存在し、施工が実行上困難であるため、無線によるバックアップを確保することで

対応する。各トポロジーの比較を「表 2－2 西米良村におけるトポロジー比較」に示す。 

 

ウ 1 次施設 

センター施設となる役場は村の中心に位置しており、役場から見た各方面の拠点数が少な

いことから、1 次施設の設置による幹線の集約効果は小さい。また、1 次施設を設置する場

合は集会施設等が対象となるが、機器の設置に適した環境ではなく、また無人であるため故

障対応においても問題があり、収容する下部の拠点へ影響を及ぼす可能性がある。 

こうしたことから、1 次施設の設置は行わず、センター施設である役場から全接続拠点へ

のスター型の構成を行うこととする。 

 

表 2－2 西米良村におけるトポロジー比較 

ループ型 スター型 バス型

接続形態

◎ ○ △

　土砂災害によるケーブル切
断の可能性があるため、光
ファイバーの敷設ルートを異
経路として施工することで、
拠点が孤立する可能性を最
小限に留めることかができ
る。

　土砂災害によるケーブル切
断時には拠点が孤立する可
能性があるが、他の拠点に
は影響を与えない。

　中継拠点が集会施設であ
るため、停電や故障に対する
措置や予防設備の設置が困
難で、経由する拠点へ影響
が出る可能性が高い。また、
土砂災害によるケーブル切
断が発生した場合も他の拠
点に影響を与える。

× ○ ○

　拠点が谷沿いであり、かつ
放射状に広がっていることか
ら、末端となる拠点間の接続
には多額の費用が必要であ
る。

　谷沿いに拠点が点在し、拠
点数も少ないことからバス型
と比較しても大きな費用の差
はない。

　方面別に拠点を接続する構
成となるため、地理的条件と
しては効果的な費用で構築
が可能である。

適     正
（総合評価） × ◎ ○

信 頼 性

経 済 性
（構築費）

施設 施設

施設
施設

施設

施設

施設

施設 施設 施設

施設

施設 施設

施設 施設

施設

施設
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④ ネットワーク構成 

ア 既存構成概要と整備対象範囲 

本件に係るネットワークの現在の構成について、上位接続となる宮崎情報ハイウェイ２１

（以下、「情報ハイウェイ」）との接続並びに村内での接続構成、本件での整備範囲を以下に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－2 現行構成イメージ 

 

a）住民基本台帳システム 

情報ハイウェイを介して外部ネットワークとなる全国の住民基本台帳ネットワークシ

ステムと接続し、役場のみでの利用となっている。外部ネットワーク接続、利用が役場内

であり、他拠点との接続を利用しないことから本件の整備範囲外とする。 

 

b）行政情報ネットワーク 

グループウェアや行政系システム等を庁舎、医療施設、学校で利用するネットワークで、

情報ハイウェイを介して外部ネットワークとなるＬＧＷＡＮ、インターネットへ接続を行

っている。外部ネットワークの接続性やサーバが設置される役場内のネットワークは既存

構成とし、役場と各拠点の接続区間を本件の整備範囲とすることで、移行に伴う影響を最

小限に留めることとする。 

 

c）教育ネット 

小中学校の情報教育用ネットワークで、情報ハイウェイを介して外部ネットワークとな

る宮崎県の教育ネット「ひむか」に接続している。村内の構成は外部ネットワークと西米

良中学校、村所小学校間を中継する機能となっていることから、外部ネットワークと各校

を接続する部分について本件の整備範囲とする。 
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d）無線インターネット（村民向け） 

無線ＬＡＮ設備を、情報ハイウェイを介して ISP 事業者へ接続し、各家庭からのインタ

ーネット接続を実現している。本サービスは光ファイバによるブロードバンドサービスへ

移行することから、「(2) ブロードバンド環境整備（ＦＴＴＨ）」で後述するものとし、本

項では記載を省略する。 

 

イ ネットワークの利用分類 

ネットワークを利用する通信を内容・利用者別に分類すると、既存の「行政利用」、「教育

利用」に加え、今回、公共ネットワークとして導入予定の「防災利用」に区分できる。拠点

別の利用ネットワークについて、「表 2－3 接続拠点と必要芯線数・適正芯線数」に示す。 

 

ウ 分離方式 

ネットワークはそれぞれに利用者が異なることから、セキュリティの観点で独立したネッ

トワークである必要がある。分割方法にはそれぞれのネットワークで個別の設備（光ファイ

バや通信機器）を用いる物理的な分割方法と、設備を共有し機器の設定で分離を行う論理的

な分割方法がある。本ネットワークにおいては、既存の光ファイバの活用を前提として必要

芯線数を最小限にする必要があるため、論理的に分割を行うこととする。これにより、将来

的な利用ネットワークの追加にも、新たな芯線を追加することなく拡張が可能である。 

 

エ 外部ネットワークとの接続性 

レイヤ 2 ネットワークとして構成することで、レイヤ 3 以上の既存設定を変更することな

く外部ネットワーク（ＩＳＰ、ＬＧＷＡＮ、教育利用等）の接続を行う情報ハイウェイとの

接続において、レイヤ 3 レベルでの調整を軽減する。また、行政利用、教育利用の既存ネッ

トワークの変更を最小限とすることができる。 

 

オ 本ネットワークの構成 

各利用ネットワークの共用区間はイーサネット（レイヤ 2）レベルでの論理分割とし、ル

ーティングを完全かつ安価に分離するため、規模に応じたルータを利用ネットワーク毎に設

置する。イメージを「図 2－2 新規構成イメージ」に示す。 

複数の利用ネットワークを拠点までＶＬＡＮタグで透過させ、同一芯線を論理的に分割し

て使用することで、拠点単位で必要なネットワークを設定にて利用できることとする。また、

今後の拡張性として、一旦構築した設備を有効に利用し、極力簡易に実現できるよう加味す

ることとする。 

 

a）行政利用（現行の行政情報ネットワーク） 

機器故障等による行政サービスへの影響を加味し、バックアップ（「⑧ バックアップ用

ネットワーク」参照）が行えるよう、役場、診療所、小中学校の接続箇所にルータを設置

する。また、秘匿性の高い情報であることからバックアップ時のルートを加味し、ルータ

間はＶＰＮによる暗号化を行うこととする。 
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b）教育利用（現行の教育ネット） 

外部ネットワークとなる教育ネットと西米良中学校、村所小学校への接続を専用の

VLAN で接続することで、現在割り振られているＩＰアドレス等を変更することなく簡易

に移行できる。また、それぞれに設置しているＮＡＴルータを役場に共通で設置し、使用

するフィアウォールを設置することで、より細かなポリシーを設定や、管理が可能になる。 

 

c）防災利用（新規導入） 

本整備時に新規導入される防災システムについては、役場内に設置するルータで各接続

拠点のＶＬＡＮを収容するとともに、対向ルータとの疎通確認が出来ない場合は無線ルー

トへの変更を行うものとする。 

また、家庭用のブロードバンド環境設備への接続によるＩＰ告知システムとの連携や、

将来的な広域連携を情報ハイウェイ経由で行えることができるものとする。 

 

d）新規ネットワーク（整備後の利用追加） 

次年度以降に導入が考えられる「医療、福祉、介護アプリケーション」等、新たなシス

テムを導入し、かつ前述の 3 種類の利用と異なるネットワークが必要な場合は、新たなＶ

ＬＡＮを割り当てることとする。これにより、他の利用ネットワークを意識せずに設計等

が行えるため、情報ハイウェイや家庭用のブロードバンド環境設備との接続を容易に行う

ことができる。また接続済み拠点では接続用の L2SW にＶＬＡＮを追加するだけで使用で

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－2 新規構成イメージ 
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⑤ 必要芯線数・適正芯線数の算出 

「地域公共ネットワークに係る標準仕様（平成 21 年 7 月改訂版）」（総務省）に基づく必要芯

線数・適正芯線数は「表 2－3 接続拠点と必要芯線数・適正芯線数」に示す。 

ただし、本計算に基づく適正芯線数は推奨数量と位置付け、新設においては適正芯線数を適用

し、既存設備を活用する場合は必要芯線数を満たすことで活用を促進するものとする。ただし、

活用においては予備芯線の考え方を既存設備と合わせて定める必要があるため、本算出と異なる

場合がある。 

 

【計算式（標準仕様 P.15、16）】 

 物理分割時 

（必要芯線数）＝[（基本芯線数）×（通信トラフィックの種類） 

＋Σ｛（高度利用のための芯線数）i｝]×（信頼性向上指数）＋（予備芯線） 

 

 論理分割時 

（必要芯線数）＝[（基本芯線数）＋（高度利用のための芯線数）] 

×（信頼性向上指数）＋（予備芯線） 

 

 （適正芯線数）＝ 必要芯線数に最も近い 4の倍数（≧必要芯線数） 

 

表 2－3 接続拠点と必要芯線数・適正芯線数 

利用NW 芯線数

No. 施　設　名 エリア

行
政
利
用

教
育
利
用

防
災
利
用

必
要
芯
線
数

適
正
芯
線
数

備　　考

1 役場 村所 ○ ○ ○ 64 64 センター施設

2 診療所（保健センター） 村所 ○ ○ - - 既設光ファイバー活用

3 村所小学校 村所 ○ ○ ○ - - 既設光ファイバー活用

4 西米良中学校 村所 ○ ○ ○ - - 既設光ファイバー活用

5 小川多目的集会施設 小川 ○ 7 8

6 越野尾活性化施設 越野尾 ○ 7 8

7 横野活性化施設 横野 ○ 7 8

8 村所公民館 村所 ○ 7 8

9 林業者等地域住民交流施設 竹原 ○ 7 8

10 上米良地区多目的集会施設 上米良 ○ 7 8

11 板谷多目的集会施設 板谷 ○ 7 8

12 八重活性化施設 八重 ○ 7 8  

 

⑥ 配線形態 

1,000m 級の山々に囲まれた渓谷沿いに拠点が存在するため、光ファイバの敷設は道路沿いの既

存の電柱（電力柱、ＮＴＴ柱）を利用した架空配線を行うこととする。 
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⑦ 光ファイバケーブルルート図 

地域公共ネットワークのケーブルルートを「図 2－3 光ファイバケーブルルート図」に、各拠

点間の接続イメージを「図 2－4 拠点間接続図」に示す。図中に記載の距離については、机上に

よるもので実測値ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－3 光ファイバケーブルルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－4 拠点間接続図 

 

＝凡例＝

数 字（赤） ： 新設拠点番号
数 字（青） ： 既設拠点番号
実 線（赤） ： 新設幹線ルート
実 線（青） ： 既設幹線ルート

② ④
⑧

③
①⑩

⑫
⑨

⑪ ④
⑧
③

②
①

⑦ ⑥

⑤
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4. 西米良中学校
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5. 小川多目的
集会施設

6. 越野尾活性化
施設

7. 横野活性化
施設

8. 村所公民館

9. 林業者等地域
住民交流施設

12. 八重活性化
施設

10. 上米良地区
多目的集会施設

11. 板谷多目的
集会施設

1. 役場
（センター施設）

2. 診療所
（保険センター）

既設ケーブル

32芯
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3,700m

24芯

6,700m
16芯
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8芯

6,400m

64芯

75m

8芯
2,800m

8芯
3,000m

4,700m 16芯

170m 8芯

30m 8芯 150m 8芯 300m 8芯
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⑧ バックアップ用ネットワーク 

バックアップを必要とする通信についてはその重要度から行政利用と防災利用を対象とし、そ

れぞれの想定内容に応じて方式の検討を行う。教育利用については、緊急性が低いことからバッ

クアップネットワークを準備しないこととする。 

 

ア 行政利用のバックアップ 

a）バックアップネットワークの検討 

行政利用に関しては、利用拠点が少なく、また各施設と役場の距離が近いため、ネット

ワーク停止の際にも人的な連携・運用において一定の補完が可能であると考えられること

から、通常時の機器故障等を想定した最低限の通信の確保を前提とする。 

起点となる役場からの接続が 3 拠点と少なく、一定の事務用通信の帯域を確保し安価に

構築できることを条件とし、公衆回線（ＩＳＤＮ）によるバックアップを行うことで回復

までの間の行政サービスを確保するものとする。 

 

b）留意事項 

 診療所、小中学校の 3 拠点の同時バックアップを考慮する場合は役場側の回線が複数必

要となるため、バックアップを行う想定条件を業務内容、対応方法を踏まえて検討し、

設計を行う必要がある。 

 公衆回線を使用することから、暗号化やＩＳＤＮの発信者番号通知やグループセキュリ

ティを用いて不正なアクセスが行われないよう接続を規制する等、セキュリティに配慮

した設計が必要である。 

 利用時間帯や曜日を考慮し、常時の対応が必要でなければ、故障発見時にバックアップ

回線を繋ぎこむ等の人的な手順や体制を確立することで、不要な課金を抑制し、不正な

アクセスを予防する効果が考えられる。 

 

イ 防災利用のバックアップ 

a）バックアップネットワークの検討 

防災情報に関しては、地理的条件から災害時の想定として土砂崩れによる集落の分断等

の際の活用が考えられる。この場合、道路沿いに敷設する光ファイバの断線も予想される

ことから、現状の無線インターネット設備を流用してバックアップ用ネットワークとし、

構築費用の抑制を図るものとする。 

 

b）留意事項 

 通常時（正常系ルート選択時）も迂回ルートでの故障等による不通を早期に発見できる

よう、簡易な監視端末による疎通確認や、定期的な点検等を行い、迂回ルートの確保を

行う必要がある。 

 既存設備を流用するため、本件で新設する設備と比較して早めに経年劣化等が考えられ

ることから、当初の導入年を考慮し、計画的に更改を行う必要がある。 
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(2) ブロードバンド環境整備（ＦＴＴＨ） 

① 既存光ファイバ設備の活用 

ア 前提条件 

地上デジタルテレビ放送難視聴対策として各共聴組合で敷設済みの光ファイバの空き芯線

を活用し構築を行うこととする。ただし、活用においては一部設備の資産取得が前提である

が、地域公共ネットワークの必要芯線数（「表 2－3 接続拠点と必要芯線数・適正芯線数」）

を含めた数量で充足するか十分な調査を行う必要があり、不足分を追加で敷設する場合は資

産取得費用と合わせると新設以上の費用がかかる可能性がある。本モデル仕様においてはこ

うした検討の目安となるよう、新設を前提とした検討を行うこととする。実施段階において

は、対象となる共聴組合設備の光ファイバの利用条件、技術課題、費用比較、空き芯線状況

等を加味し、実施設計を行う必要がある。 

 

イ 方式 

既設光ファイバの利用については、放送に使用中の同一芯線に波長多重する方法と、別芯

線（空き芯線）を利用する方法があるが、多重を行う場合は運用中の既存の設備においても

変更が必要でリスクが伴うため、別芯線による整備を行うこととする。 

 

② 整備範囲 

ＩＰ告知端末の導入を始めとした公共サービスの基盤として活用するため、域内の自由度が高

い公設公営方式による整備運営を前提とする。 

加入者用光ファイバの収容並びにサービス用のサーバ（ＩＰ告知サーバ、村内無料電話ＳＩＰ

サーバ等）は村の中心部に位置する役場に設置し、地域公共ネットワークとの連携接続を行うこ

ととする。ＩＳＰとの接続は既存の無線インターネットでの接続を継続して使用するものとし、

情報ハイウェイ経由で行うこととする。整備範囲に係るイメージを「図 2－5 整備範囲のイメー

ジ」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－5 整備範囲のイメージ 
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【 留意事項 】 

 役場内の設置スペースや電源、空調等の設置環境に制限が考えられることから、設置機器に合

わせた調査を実施する必要がある。また、今後の庁内機器の設置計画等も踏まえ、設置検討を

行う必要がある。 

 インターネットの利用者数に応じ、ＩＳＰとの接続を行う宮崎情報ハイウェイ２１の回線並び

に帯域割り当てを考慮する必要がある。 

 ISP 並びに情報ハイウェイのサービス提供条件を加味し、住民向けのインターネット接続のサ

ービス規約等を定める必要がある。 

 

③ 必要芯線数および適正芯線数の算出 

 「地域公共ネットワークに係る標準仕様（平成 21 年 7 月改訂版）」（総務省）に基づき、整備

対象を村内全域とした場合の必要芯線数、適正芯線数を算出する。 

 本算出においては、光ブロードバンドサービスの芯線のみを対象とする。 

 加入者数の基となる数値については、西米良村の公式ホームページに掲載の平成 21 年 11 月 1

日現在の世帯数を採用し、IP 告知等での全戸整備を前提としている。 

 収容効率については、中心部である村所地区の世帯の約半数を標準仕様の「郊外（50%）」とし、

残りの半数及び他の地域は山間部など散在していることから「山間部等（25%）」を適用する。 

 地区毎の必要芯線数・適正芯線数を「表 2－4 地区毎の敷設芯線数」に示す。 

 

【計算式（標準仕様 P.17、18）】 

PON 方式（基本芯線数 1、最大 32 分岐（センタ内 4 分岐・屋外 8 分岐）、予備芯線数 4（ルー

ト方面単位あたり）） 

 （必要芯線数）＝[（中心部世帯数）×（基本芯線数）]÷[（屋外分岐数）×（中心部収容効

率）] 

＋[（郊外世帯数）×（基本芯線数）]÷[（屋外分岐数）×（郊外収容効率）] 

＋[（山間部世帯数）×（基本芯線数）]÷[（屋外分岐数）×（山間部収容効率）] 

＋予備芯線 

 （適正芯線数）＝ 必要芯線数に最も近い 4の倍数（≧必要芯線数） 

 

表 2－4 地区毎の敷設芯線数 

郊外（※2）
（50%）

山間部等
（25%）

小　　川 62 62 1 35 36

越 野 尾 36 36 1 22 24

横　　野 30 30 1 19 20

村　　所 275 138 137 4 119 120

竹　　原 77 77 1 43 44

上 米 良 61 61 1 35 36

板　　谷 38 38 1 23 24

八　　重 30 30 1 19 20

必
要
芯
線
数

適
正
芯
線
数

ルート
（地区名）

世帯数
（※1）

収容効率での
想定世帯数 想定

ｹｰﾌﾞﾙ
ﾙｰﾄ数
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④ 留意事項 

 一部地域では収容局からの光ファイバの敷設が長距離となることから、使用する機器の仕様や

分岐数に留意し設計を行う必要がある。 

 上位ＩＳＰとの接続は現行の無線インターネットの接続を引き継ぎ情報ハイウェイ経由で行

うことから、今後の利用想定を踏まえた帯域の割り当てについて事前に調整を行う必要がある。 

 整備範囲、技術仕様などの詳細については、関連する事業者を早期に決定し、綿密な協議の上

で事業を進める必要がある。 

 

4. 整備及び運用コスト 

(1) 拠点間接続 

整備に係るコストについて、整備コストを「表 2－5 整備コスト（拠点間接続）」に、年間の運用

に係る費用の参考値を「表 2－6 年間運用費（拠点間接続、参考値）」に示す。 

 

表 2－5 整備コスト（拠点間接続） 

No 項目 数量 単位 単価（千円） 合価（千円）

１ 光ファイバケーブル敷設費 (※) 39 ｋｍ － 85,800 

２ バックアップ回線（行政利用） 4 回線 15 60 

３ バックアップ回線（防災利用） － － 既設利用のため別途調整 

４ 拠点ネットワーク機器 1 式 － 5,200 

合計 91,060 

(※) 拠点引き込み工事費を含む 

 

表 2－6 年間運用費（拠点間接続、参考値） 

No 項目 数量 単位 単価（千円） 合価（千円）

１ 電柱添架料 900 本 － 1,125 

２ バックアップ回線（行政利用） 4 回線 55 220 

３ バックアップ回線（防災利用） － － 既設利用のため別途調整 

４ 保守料金 1 式 － 1,200 

合計 2,545 

 

【 留意事項 】 

 本コストの算出にあたっては、「施設間光ファイバ設備」並びに「無線インターネット設備」

については既存設備の活用を前提とし、「共聴組合光ファイバ設備」の資産取得との比較が

出来るよう、新設を前提として積算を行っている。 

 防災利用のバックアップ回線については、既存設備を流用するため、保守運用事業者と別

途調整を行う必要がある。 

 行政利用のバックアップ回線については、センター側の回線を 1 回線として算出。 
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(2) ブロードバンド環境整備（FTTH） 

整備に係るコストについて、整備コストを「表 2－7 整備コスト（ブロードバンド環境整備）」に、

年間の運用に係る費用の参考値を「表 2－8 年間運用費（ブロードバンド環境整備、参考値）」に示

す。 

 

表 2－7 整備コスト（ブロードバンド環境整備） 

No 項目 数量 単位 合価（千円）

１ ブロードバンド用芯線 133 km 292,600 

２ 光引込線、ONU (※) 1 式 46,500 

３ センター設備（終端装置・収容箱） 1 式 160,000 

合計 499,100 

(※)全戸加入を前提に算出。事務所等については加味せず。 

 

表 2－8 年間運用費（ブロードバンド環境整備、参考値） 

No 項目 数量 単位 合価（千円）

１ 電柱添架料 3,500 本 4,400 

２ マンホール利用料 詳細調査要 

３ 管路利用料 詳細調査要 

４ 保守料金 1 式 4,000 

合計 8,400 

 

【 留意事項 】 

 本コストの算出にあたっては、「共聴組合光ファイバ設備」の資産取得の比較が出来るよう、

新設を前提として積算を行っている。 

 上位 ISP との接続に関する費用（接続手続き、上位回線、運用等）は含まれていない。 

 センター設備となる役場の機器設置に伴う建物の改装等の費用は含まれていない。 

 保守料金については設計実施後に予備機の配備等を勘案し、委託内容を決定しなければな

らない。 
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第３章  地域公共ネットワークによる住民サービスの提供 

地上デジタルテレビ放送難視聴解消のための光ファイバ網を活用して、西米良村の地域課題を解決

する安全・安心アプリケーションについて以下に整理する。 

 

1. 地域課題（ニーズ）と解消策 

 西米良村の地域課題（ニーズ）と解消策について以下に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地上デジタルテレビ放送難視聴 

対策 

共聴施設整備により平成２２年度には課題解決す

る見込み。但し、一部は同軸ケーブルを流用。 

ブロードバンド環境の整備 

現状は無線インターネット 

地上デジタルテレビ放送共聴施設光ファイバ活用によ

り、公共アプリケーションのための安定的なブロードバ

ンド環境を導入 →地域公共ネットワークとして活用 

行政・防災連絡網の整備 

防災無線の更新が進められているが、

住民宅への告知手段は老朽化したオフ

トーク放送（ＭＲＴラジオ）のみ。 

地域公共ネットワークの公共アプリケーションと

して「ＩＰ告知システム」を導入し、住民との情報

共有を行える防災情報システムを構築する。 

ラジオ放送 

 現状はＭＲＴラジオをオフトーク 

（老朽化）で放送 

「音声用ＩＰ告知システム」を活用し、ラジオ放送

を提供する。 

福祉の充実 

村民が安心して暮らせる環境整備 

（高齢化率４１．７％） 

地域医療の充実 

「ＩＰ告知システム」活用した環境整備 

・高齢者／児童見守りシステム（安否確認） 

・ＩＰ電話 

医療・福祉・介護アプリケーション整備 

公共アプリケーション整備 

・ 音声ＩＰ告知システム（防災情報システム、オフトーク放送、見守りシステム、ＩＰ電話） 

・ テレビ電話一体型ＩＰ告知システム 

（防災･行政情報、行政以外の情報発信、高齢者買い物支援･見守り、健康福祉） 

・ 医療・福祉・介護アプリケーション 

（遠隔医療システム、医療情報共有システム） 

地域課題（ニーズ）            解消策 
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2. 音声用ＩＰ告知システム 

 

(1) 防災情報システム 

①概要 

村内の防災無線システム設備の老朽化に伴い、センター設備、屋外拡声放送設備等の更改

が進められている。併せて、地上デジタルテレビ放送難視聴解消のための光ファイバ網を活

用して音声用ＩＰ告知放送端末を各世帯に整備し、防災情報の緊急通報や安全確認を実現さ

せる。 

応答確認

応答情報

簡易放送装置からの放送簡易放送装置からの放送
（公衆回線・携帯電話からの放送も可能）（公衆回線・携帯電話からの放送も可能）

住民宅

役場・支所等
（ＩＰ告知放送センター）

緊急放送／一般放送緊急放送／一般放送

消防署、防災センター等

連携可能

放送に対する
応答情報をセンターへ

【屋内放送】

台風が
接近中です

台風が
接近中です

台風が接近中です。
「応答ボタン」を押
してから体育館に避
難してください。

台風が接近中です。
「応答ボタン」を押
してから体育館に避
難してください。

【屋外拡声放送】

台風が
接近中です

台風が
接近中です防災無線／J-ALERT／緊急地震速報

応答応答

応答ボタン

ＩＰ告知端末ＩＰ告知端末

屋外拡声子局屋外拡声子局

防災システムによる音声用ＩＰ告知放送イメージ

西米良村地域情報網

応答ボタン押下で
到達確認が実現  

 

②特徴 

防災無線システムの更改に合わせてブロードバンド環境（地域情報網）を活用して住民世

帯への告知サービスを実現する。 

これにより、屋外だけでなく各世帯でも災害情報等をリアルタイムに放送することが可能

となる。 

 

③効果 

全世帯にＩＰ告知端末を整備することにより、災害情報の放送が可能となり、住民の災害

時対応を迅速に進めることが見込める。 

また、災害情報の放送を聴いた世帯で応答ボタンを押すことにより、双方向通信による災

害放送の到達確認で安否確認が可能である。 

更に、録音機能により再生が可能であり、聞き逃しを防止する確実な情報伝達が可能であ

る。 
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(2) オフトーク放送 

①概要 

現在はＭＲＴラジオをオフトークにてラジオ放送しているが、設備が老朽化している状況

である。 

村内の全世帯に整備されたＩＰ告知端末において、未使用時（防災情報の放送やＩＰ電話

の未使用時）にオフトーク放送を行う。 

オフトーク放送イメージ

住民宅
役場・支所等
（ＩＰ告知放送センター）

オフトーク放送オフトーク放送

【ＩＰ告知端末によるオフトーク放送】

本日、○○商店街にて
フリーマーケットを
開催しております。

本日、○○商店街にて
フリーマーケットを
開催しております。

本日、○○商店街に
てフリーマーケット
を開催しております。

本日、○○商店街に
てフリーマーケット
を開催しております。

ＩＰ告知端末ＩＰ告知端末

西米良村地域情報網

センターにて原稿依頼を受付け
指定時間等にオフトーク放送

 

 

②特徴 

ＩＰ告知端末の未使用時に地域住民に対して、地域情報をオフトーク放送する。 

役場各課や教育委員会等からの情報（村の行事など）、慶弔情報、定時チャイム、各種イベ

ント情報（近隣市町村を含む）、地域での各種キャンペーン情報などを放送する。 

 

③効果 

各種情報を放送することで地域住民に役立つ情報を随時告知でき、当日や近く開催される

イベントを広く周知でき、また期限の設けられている申請手続きなど忘れがちな情報の再周

知を行うなど、幅広い用途が期待できる。 
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(3) 見守りシステム 

①概要 

高齢者や介護を必要とする方の自宅向けにＩＰ告知端末に人感センサーを接続することに

より、感知した異常情報を介護担当者、親族、近隣住民等へ知らせ、安否確認を可能とする。 

高齢者見守りイメージ

介護担当者介護担当者

データセンターデータセンター

異変検知

リアルタイムにサーバへ蓄積
親族親族遠隔地からでも

安否確認が可能

異変を検知した場合
メールを送信

人感センサーで「動いた」と
いう情報のみ監視

独居老人宅独居老人宅

地域情報通信網

 

 

②特徴 

ＩＰ告知放送端末や人感センサーを高齢者世帯や介護を必要とする世帯等に整備し、防災

情報の緊急通報のみでなく高齢者の安全・安心を確保するための見守りシステムとして活用

させる。人感センサーによる人の動きの感知はカメラ監視等と異なり、プライバシーに配慮

しつつ暖かく日々の暮らしを見守ることが可能となる。 

 

③効果 

人感センサーによる感知情報により地域の介護担当者や離れたご家族等との連携を容易

にとることが可能となり、ＩＰ告知端末との併用で安否確認にも寄与する。 
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(4) ＩＰ電話 

①概要 

村内の全世帯に整備されたＩＰ告知端末に電話機を接続し、無料でＩＰ電話による通話が

利用可能となる。 

ＩＰ電話イメージ

住民宅

ＩＰ告知端末ＩＰ告知端末

西米良村地域情報網

住民宅

ＩＰ告知端末ＩＰ告知端末
無料ＩＰ電話で通話可能

『・・もしもし・・』『・・もしもし・・』もしもし・・もしもし・・

 

 

②特徴 

ＩＰ告知端末に一般の電話機を接続することにより、村内で利用できるＩＰ電話を実現す

る。双方がＩＰ告知端末＋電話機の場合には通話料が発生しない。 

 

③効果 

双方が村内でのＩＰ電話での通話の場合、料金を気にせず通話を楽しむことが可能である。 
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(5) 費用 

 

 整備コスト（千円） 

No. 項目 数量 単価 合計 備考 

1 防災情報システム － （既存システムを活用）  

2 屋外拡張子局 －  

3 IP 告知放送センターシステム 

(1)親卓設備 

一式 

41,000 41,000

 

4 IP 告知端末（世帯 608＋公共） 700 台 45 31,500  

5 人感センサー － （別途）  

6 導入費用 

 (1)端末設置費用 

一式 

(700 台) 10 7,000

 

合計 79,500  

 （年間）運用コスト（千円） 

No. 項目 数量 単価 合計 備考 

1 IP 告知放送センター 

 ソフトウェア保守費 

一式 5,000 5,000 (含ライセンス) 

2 IP 告知放送センター 

 ハードウェア保守費 

一式 1,000 1,000  

3 IP 告知端末 保守費 700 台 （別途）  

4 人感センサー 保守費 － （別途）  

合計 6,000  

※ 防災無線システムは既存利用若しくは更改利用を想定。 

ＩＰ告知放送システムは、整備される地域公共ネットワーク網上にて運用を想定。尚、センターシステ

ムでは以下の機能を有する。 

放送機能（含応答確認、ページング放送）、メール通知機能 

音声通知機能、アンサーバック、電話帳機能 
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3. テレビ電話一体型ＩＰ告知システム 

 

(1) 防災、行政情報 

防災・行政情報の提供や住民福祉の向上を目的として、村内の公共施設と住民宅にＩＰ告

知端末を設置する。 

ＩＰ告知システムは従来の音声による情報伝達だけでなく、文字、画像、または動画によ

り、伝えたい情報を早く・正確に伝達することができる。これにより、高齢者、障害者にも

分かりやすい情報伝達が可能になる。また、情報の到達確認や質問に対して住民が返信でき

る機能など、双方向性を有している。さらに、ＩＰ告知端末と一体機能のテレビ電話によっ

て、離れた場所でも顔を見ながらのコミュニケーションが可能である。 

このようなＩＰ告知システムの特徴を活かし、西米良村において次のような活用が考えら

れる。 

 

図 1-1 

 



34 
 

 

(2) 行政以外の情報発信 

現在、村内に整備されているオフトーク及び防災無線をＩＰ告知システムに更新し、防災

情報や行政情報を一元的に配信できるシステムを構築する。ＩＰ告知端末を 650 世帯全戸に

設置することで、固定電話に加入していない（オフトークによる情報伝達ができない）世帯

に対しても防災情報や行政情報の配信が可能となる。また、既存の屋外拡声子局とＩＰ告知

システムを連携させ、屋外にいても防災情報などの告知を聞き取ることができるようにする。

システムを一元的に構築することにより防災無線のセンター装置が不要となり、設備の二重

管理をなくすことができる。 

行政情報の配信については、音声に加え、画像や動画による告知が配信できるため、分か

りやすく正確な情報伝達を行うことができる。また、双方向機能により、告知の到達確認や

ボタン回答でのアンケートも行える。防災面では河川の状況をＩＰ告知端末から視覚的に確

認したり、避難する際の状態通知を送るなどの活用も考えられる。 

 

図 1-2 
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①区長宅からの情報発信 

現在、村内８地区の区長がオフトークを利用して自分の地区へ情報を発信しているが、Ｉ

Ｐ告知システムにおいても同様に情報発信が行えるようにする。 

区長宅に設置されたＩＰ告知端末は、通常は他の住民と同じように告知を受信する端末と

して機能する。区長は自分の地区へ情報発信ができる権限を与えられているため、必要なと

きにＩＰ告知端末から映像による告知情報を配信できる。簡単な画面タッチ操作のみで配信

できるため、従来の電話からの情報発信と変わらない、容易な操作性で運用できる。 

 音声による情報発信と比べて、映像によって視覚的に伝えられることで説明が簡単にな

り、伝えたい情報を正確に伝達できる。例えば、今までは色や大きさ・形などの説明を音声

だけで時間をかけて喋っていたものが、映像で見えることにより即座に伝わる。また、間違

えて伝わることもなくなる。 

告知受信機能と簡易放送機能が一体となっていることにより、区長が代わった場合でもセ

ンターの管理装置で権限を新しい区長宅のＩＰ告知端末に再設定するだけで引き継ぐことが

できる。そのため、放送用の機器を移動させる必要もなく、運用面での負担も軽減可能とな

る。 

 

図 1-3 
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②公共施設からの情報発信 

ア. 小中学校からの情報発信 

村内の小中学校に子局装置を設置し、先生から保護者に向けた学級連絡や学校行事の情報

などを配信する。ＩＰ告知端末へ情報配信することで、従来配布されていた紙媒体のコスト

を削減できると同時にエコにも貢献できる。ボタン回答によるアンケートを利用すれば、保

護者会の出欠確認や緊急時の帰宅確認などを効率的に行うことができる。また、児童の図画

作品を配信したり、動画で学校行事を配信することにより、学校と地域の交流も深まる。 

不審者情報や、災害による休校など即時性が求められる情報も、ライブ放送機能で瞬時に

伝達することが可能なため、防犯・防災という点でも活用できる。 

 

イ. 公民館からの情報発信 

村内の公民館に子局装置を設置することで、公民館で開かれるサークル案内や催し物の案

内などを直接情報発信でき、地域コミュニティの連絡手段として活用することが考えられる。 

 

図 1-4 
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(3) 高齢者買い物支援・見守り 

高齢者の生活支援として、食料品や生活用品などをＩＰ告知端末から簡単に注文ができる

買い物支援サービスを行う。 

村の商工会が村内の商店から商品の情報を取りまとめ、利用者が自宅のＩＰ告知端末で商

品を閲覧し、注文できるようにする。パソコンのような複雑な操作は必要なく、直感的に画

面のボタンを数回タッチするだけで高齢者でも簡単に注文ができる。また、注文後はテレビ

電話で購入意思の確認をすることにより、顔が見える安心・安全な買い物サービスの提供が

可能である。 

商品はコミュニティバスを使って最寄のバス停や自宅まで配送される。配達の際に高齢者

の健康状態なども合わせて確認することで、見守りの効果も期待できる。 

高齢者の生活向上はもちろんのこと、自宅から手軽に注文をすることができることで消費

が活性化され、地域経済にもプラスの効果をもたらすことが期待できる。 

 

図 1-5 
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(4) 健康福祉 

①在宅医療支援 

西米良村の高齢化率は４割を超え、今後、一層の医療福祉サービスの充実が望まれる。 

村内唯一の医療施設である西米良診療所は、村の中心部に立地しており、診療所への通院

にコミュニティバスで１時間以上かかる地区も存在している。外出が困難であったり、遠隔

地に住む高齢者にとって、診療所への通院は大きな負担となっていると思われる。 

このような負担を軽減する意味でも、測定機器とＩＰ告知端末を用いた在宅医療支援が必

要である。血圧計などの測定器具で測定したデータをネットワーク経由でセンターのサーバ

に送信・蓄積する。医師はそのデータを診療所のパソコンで参照しながら、テレビ電話によ

る問診によって患者にきめ細かい医療サービスを提供することが可能となる。また、取得し

た情報をデータベース化することで過去の健康状態の把握が容易に行え、担当医が交代した

場合でもスムーズな引き継ぎができる。 

 

図 1-6 
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②緊急時のテレビ電話活用 

救急の出動を役場職員が行っている西米良村においては、急病や事故発生の際、診療所か

ら離れた場所では初動時の対応が特に重要となる。 

患者搬送車が到着するまでの間、診療所の医師がテレビ電話を利用して患者の状況を把握

することで、近くにいる家族などに的確な応急処置の指示を行うことができ、救命率の向上

につなげることができる。 

 

図 1-7 
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(5) 費用 

 

 整備コスト（千円） 

No. 項目 数量 単価 合計 備考 

1 告知センター装置 1 式 67,200 管理サーバ、配信サーバ、SIP
サーバ、簡易放送サーバ、

KVM、UPS、保守用 L2SW、

管理装置及び周辺機器 

2 告知端末 650 台 60 39,000 Infocast-VP 

3 子局管理装置 10 台 370 3,700 ノート PC（WindowsXP）、
Infocast-SI、ネットワーク機

器は含まない 

4 設置調整費 1 式 7,000 告知センター装置、子局管理装

置の設置調整費、完成図書作成

費含む 

5 システム設計費 1 式 1,100  

6 諸経費 1 式 17,000  

合計 135,000  

 

 （年間）運用コスト（千円） 

No. 項目 数量 単価 合計 備考 

1 管理サーバ、配信サーバ 1 式 2,140 故障受付、サーバプログラムの

バージョンアップ、日常サポー

ト 

合計 2,140  
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4. 医療・福祉・介護アプリケーション 

 

(1) 遠隔医療システム 

①概要 

診療所等の医療施設と村内の公民館等をブロードバンド回線で結び、各所にモニター（家

庭用テレビ）、健康相談端末、カメラ、マイクを設置する。健康相談を希望する住民は、公民

館等へ来訪し医師とテレビカメラで健康相談を受診することが可能となる。 

Ｉ Ｐ ネ ッ ト ワ ーク

診療所等（医療機関） 公民館，利用者宅

健康相談端末

カメラ＆マイク
カメラ＆マイク

健康相談端末

家庭用テレビ家庭用テレビ

テレビ電話

高解像カメラで撮影し、画面表示された
映像で適切な健康診断を実施

・リモコンによる簡単操作
・大画面・十分な音量で家族も一緒に
診察参加

ＩＣＴ機器が苦手な高齢
者でもテレビ（大画面）
を用いて、簡単にテレビ
電話相談が行えます。

遠隔医療イメージ

地域情報通信網

 

 

②特徴 

簡易操作で利用できる遠隔医療を実現するテレビ相談システムであり、診療施設に出向か

なくても診療や医療相談が実現される。 

また、操作が分からない場合でも公民館等に在籍の職員が補佐することで利用が可能であ

り、設備の操作に不案内な住民でも安心して利用することができる。 

 

③効果 

相談を希望する住民が医療機関まで出向かなくても医療相談を受けることが出来るため、

高齢者の方や移動が不自由な方にも便利である。また、カメラおよびマイクを準備すること

により、一般家庭からでもサービスを利用することが可能となる。対面診療を補完すること

で医療機会を増やし、疾病異常の早期発見や医療施設休診による住民不安も除去される。Web

閲覧機能を利用して、簡易操作でテレビにてホームページを閲覧することも可能である。 

 

 



42 
 

(2) 医療情報共有システム 

 

①概要 

患者の診療情報を近隣地域の中核医療機関と共有することにより、地域医療連携体制を実

現する。 

医療情報の共有イメージ

・退院時要約、手術記録等の診療記録文書、処方、注射、検査の記録を連携医療機関に開示。
投薬、検査結果等を、連携先の医療機関で閲覧し利用する。

Ａ中核病院（情報開示病院）

Ｂ大学病院
（情報開示病院）

Ａ病院の記録 ×病院の記録Ａ病院の記録 ×病院の記録

Ｃ診療所（情報閲覧病院）

手術内容ま
で把握され
ているんで

すね！

診療記録を閲
覧させて頂き
ました。結果
は良好です。

Ｄ診療所
（情報閲覧病院）

【画像情報】

診療情報の共有診療情報の共有

連携システムサービスセンター

【処方情報】

公開用公開用
ゲートウェイゲートウェイ

サーバサーバ

（既設）（既設）
電子カルテ電子カルテ

患者ＩＤ患者ＩＤ
管理サーバ管理サーバ公開用公開用

診療情報診療情報

患者の診療情報は
保管していない！

連携医療機関の診療情報を集めて表示

患者・医師の地域共
通ＩＤのみ管理

 

広域連携（二次医療圏）および中核病院において電子カルテシステムが導入済みであるこ

とが前提となり、医療情報共有システムと診療情報共有し機能を実現する。 

 

②特徴 

一次診療時の、診察情報（診療記録、処方、注射、検査記録等）を医療連携ネットワーク

上で一元管理することにより、複数の医療機関での診療/治療時に、重複や誤投薬等を防ぐ。 

各医療施設（診療所、中核病院等）における自院 ID をキーとして患者情報を検索すること

が可能であり、複数の医療施設毎に分かれているそれぞれの患者情報を一覧表示できる。 

患者情報はデータの相互参照のみであり、各医療施設での情報保管は開示医療施設側で行

うことになる。アクセス権も同様に開示医療施設側にて設定できる。 

 

③効果 

村内の診療施設での診察情報を医師が相互に参照することで、一貫した医療サービスの提

供を実現する。 

村内診療施設での一次診察により中核医療機関等での診療が必要と見なされる場合など、

重複検査を防ぐことが可能となる。また、処方箋情報の共有による投薬事故防止、適正で迅

速な医療体制を実現できる。 

医療機関においても、機能分担の明確化など効率化に寄与できる。 
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(3) 訪問看護システム 

 

①概要 

看護師による訪問看護において、看護記録の電子化や在宅でのコンティニュアＨＡ1規格機

器活用により、看護師の負担軽減・情報共有化を整備する。 

訪問看護システムイメージ

センターサーバ
・訪問看護サーバ（ＡＰ・ＤＢ）
・ファイアウォール

ハンディ型
電子タグリーダ

在宅患者宅

訪問看護ステーション

・電子タグ認証（看護師）
・簡便なＵＩで看護記録入力
・蓄積データの読取

体重

血圧

・日常的な健康記録（体重・血圧）
・過去の健康データ参照

認証

送受信内容
・持ち帰り認証（看護師・ＰＤＡ）
・看護記録／患者情報（新）更新

無線
ＬＡＮ

認証

訪問看護ステーション

訪問看護師PC（モバイル）

業務内容
・訪問看護受付
・スケジュール管理
・看護、在宅記録の確認
・電子タグ認証
（看護師・ＰＤＡ・貸出機器）

訪問看護師PC（デスクトップ）

ＭＪＨ２１ＭＪＨ２１

看護協会

業務内容
・訪問看護指示
・各種確認

看護協会管理用PC（デスクトップ）

患者宅へ訪問介護

 

県内の看護協会・訪問看護ステーション（複数）を、ＭＪＨ２１で相互接続し、訪問看護

システムを整備することで、在宅医療の高度化・効率化を実現する。 

 

②特徴 

訪問看護システムを導入し、記録の電子化・情報の共有化を行う。基本情報・報告資料・

請求業務等を一元管理し、看護協会などでも参照可能となる。 

訪問先では、コンティニュアＨＡ準拠の体重計や血圧計を用いモバイル端末で自動記録し、

訪問看護ステーションへ戻ってモバイル端末を接続することで、記録を訪問看護システムへ

取り込むことが可能である。 

利用時に看護師が電子タグにより認証を行うことで、人・機器のトレーサビリティ確保・

セキュリティ確保を実現できる。 

 

                                                  
1 コンティニュア・ヘルス・アライアンス。加盟する企業（ヘルスケア・通信メーカ等）が横断する統一規格策定を進

めるプロジェクト。標準ガイドラインにより無線通信では BlueTooth が承認された。 
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③効果 

訪問看護記録を電子化することにより、情報の一元化・共有化を推進し、看護師の負担軽

減に繋がる。また、過去の健康データ参照も一括処理できることから、患者へのヘルスケア

を迅速・正確に実現できる。 

患者宅訪問時の健康記録を、コンティニュアＨＡ準拠機器による自動記録とすることで、

正確な健康データの記録が可能となる（口頭・手書きによるミスを防ぐ）。 

また、（大学病院等）医療機関と連携した場合においても、当該データの参照により早期診

断等に寄与する。 
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(4) 費用 

 

①遠隔医療システム 

 整備コスト（千円） 

No. 項目 数量 単価 合計 備考 

1 遠隔医療システム 

(１)テレビ会議システム 

(２)ＨＤカメラ 

(３)マイク・リモコン 

一式 

(4 台) 1,638 6,552

中核病院＋ 

医療機関 3 ｹ所 

2 初年度オンサイト保守 4 台 118 472  

合計 7,024  

 （年間）運用コスト（千円） 

No. 項目 数量 単価 合計 備考 

1 遠隔医療システム 

 テレビ会議システム 

オンサイト保守費 

一式 

(4 台) 187 748

 

合計 748  

 

②医療情報共有システム（参考） 

 整備コスト（千円） 

No. 項目 数量 単価 合計 備考 

1 医療連携ネットワーク 

(１)センターシステム 

(２)導入費用 

一式 50,000 50,000  

合計 50,000  

※ 広域連携（二次医療圏）および中核病院において電子カルテシステム導入済みであることが前提。 

 （年間）運用コスト（千円） 

No. 項目 数量 単価 合計 備考 

1 医療連携ネットワーク 

 利用料（情報公開） 

1 病院 （別途） 中核病院向け 

2  利用料（情報閲覧） 3 病院 （別途） 地元病院向け 

合計  
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③訪問看護システム（参考） 

 整備コスト（千円） 

No. 項目 数量 単価 合計 備考 

1 訪問看護システム 

(１)システムソフトウェア 

(２)管理 PC（デスクトップ､

モバイル）各 10 台 

(３)PDA 端末 各 20 台 

(４)構築費用 

一式 15,000 15,000  

2 センターサーバ（含 3年保守） 2台 900 1,800  

3 ＭＣＡ端末 20 台 300 6,000  

4 体重計 20 台 30 600  

5 血圧計 20 台 25 500  

合計 23,900  

 

 （年間）運用コスト（千円） 

No. 項目 数量 単価 合計 備考 

1 訪問看護システム保守費 一式 2,200 2,200  

2 センターサーバ保守費 2 台 （整備コスト参照）  

合計 2,200  
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第４章  まとめ 

 

１．推奨整備パターン 

（１）情報通信基盤整備 

西米良村は、①地上デジタル放送への対応、②ブロードバンドサービスの提供、③防災無線サービ

スの改修、④ＩＰ告知サービスの総合的な活用、⑤インターネットラジオ放送の実施、⑥高齢者福祉

の充実などの諸題・要望を抱えており、これらの解決を図るべく情報通信基盤の整備が必要とされて

いる。 

同村における地域公共ネットワーク構築においては、山間地域としての地勢的特徴を充分に考慮し

た整備が望ましい。具体的には、村役場を中心としてそこから周囲の谷沿いに配線するスター型の構

成によって各集落の接続拠点を結ぶ。 

 整備にあたっては既存設備を充分に活用することでコストの削減を図りたい。この視点に基づき、

役場・診療所・学校間を接続している現存の光ファイバケーブルについては、接続機器の整備・設定

によって地域公共ネットワークの一部として活用する。地上デジタルテレビ放送難視聴対策としての

共聴施設の光ファイバについては極力活用することとしたいが、芯線数等の課題を充分に見極めつつ、

資産取得価額と追加設備整備の費用の積算を待って、活用の可否判断を行うこととする。 

 村内においてはループ型トポロジーの構築が現実的でないことを考慮し、拠点間バックアップ用ネ

ットワークを確保については既存の無線設備を活用することとする。 

（２）アプリケーションサービス 

 整備する地域公共ネットワークを活用して従来の公共サービスの充実を図る。 

 ①音声用ＩＰ告知システム 

 （防災情報システム、オフトーク放送、見守りシステム、ＩＰ電話） 

②テレビ電話一体型ＩＰ告知システム 

 （防災・行政情報、行政以外の情報発信、高齢者買い物支援・見守り、健康福祉） 

③医療・福祉・介護アプリケーション 

 （遠隔医療システム、医療情報共有システム） 

 特に、ＩＰ告知システムについては、単独のサービスアプリケーションではなく、さまざまな端

末等の接続によって総合的な活用を図り、複数の分野にわたる課題・要望に応えるためのものであ

る。 

 

２．整備年度と予算措置 

（１）整備年度 

 平成２３年度以降における段階的整備を実施する。 

（２）予算措置 

 総務省の「地域イントラネット基盤整備事業」、「地域情報通信基盤整備推進交付金」等は事業廃止

になり、今後はＩＣＴ利活用を促進する環境整備の国庫補助事業が予想される。 

国庫補助事業の利用を前提とするため、整備内容はこれら補助対象要件を考慮する必要がある。 
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